
 

元気フェスティバル in きたひろしま 2024 

～説明会～ 

 

場所：北広島市役所４階会議室    

日時：５月１７日(金)１８ ：３０～ 

 

１ 開 会 

 

２ 説 明 

（１） 前回（令和５年度）の開催状況 

（２） 開催要項 

（３） スケジュール 

（４） 第１回実行委員会議案（予定） 

（５） 参加申込書について 

 

３ その他 

 

 

 

 



 

前回（令和５年）の開催状況 

 

１ 会 場  北広島市総合体育館及び周辺広場 

２ 日 時  令和５年１１月５日（日）９時３０分～午後２時３０分 

３ 主 催  元気フェスティバル実行委員会 

４ 参加団体  ４８団体 

５ 来場者数  ２，１００人 

６ 事業内容

＜メインアリーナ＞ 各種体験コーナー、学習内容展示 他 

＜ステージ発表＞ ダンス、寸劇、カラオケ、抽選会 他 

＜サブアリーナ＞ アダプテッド・スポーツ、お食事処 他 

＜会 議 室＞ 化石レプリカづくり、まがたまづくり 

＜トレーニングルーム＞ そば打ち体験 

＜ロ ビ ー＞ 軽食販売、小物バザー、フードドライブ 他 

＜前 庭＞ 煙体験、ミニ消防車 他 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

オープニング      メインアリーナ 

 

 

  

メインアリーナ      会議室 

 

 

  

サブアリーナ      トレーニングルーム 

 

 



 

元気フェスティバル inきたひろしま 2024 

開催要項 

１ 目 的 

市内で活動する団体等が一堂に会して、市民に対して普段の活動成果を発

表するなど、各団体の活動をＰＲするとともに、団体相互の交流を図り、北

広島の「元気」を発信します。 

 

 

 

 

 

 

２ 主 催 元気フェスティバル実行委員会 

３ 期 日 令和６年９月１５日（日）  

開会：午前９時３０分 閉会：午後２時３０分（予定） 

４ 会 場 北広島市総合体育館及び周辺広場 

５ 参加対象団体（次の条件を満たす団体） 

(１) 市内で活動する生涯学習や健康、福祉、消費生活などに関連する団体 

(２) 実行委員会や各部会（各３回程度）、前日準備、当日後片付けに参加

できる団体 

※ 個人での活動や、営利活動、政治及び宗教活動での参加は不可。 

「元気フェスティバル in きたひろしま」の成り立ち 

この事業は、平成 15 年まで健康、福祉、消費生活、生涯学習などの各領

域で開催されていた「元気だすカーニバル」、「消費生活展」、「ボランティ

ア祭り」、「生涯学習フェスティバル」などのイベントを一つに集約し、よ

り賑わいのある大きなイベントとして、明るく元気なまちづくりに寄与す

るため、平成 16 年から毎年開催されています。 



 

６ 内 容（実行委員会において検討・決定します） 

(１) 各ブースでの体験コーナー・展示など 

・ 生涯学習、健康、福祉などをテーマに様々な年代を対象とした各種体

験、相談、展示、活動発表を行う。 

・ 安全、安心の情報提供の他、軽食やドリンクなどを提供する。 

・ 飲食、特産品の販売やリサイクルバザーなどを通じ啓発活動を行う。 

(２) ステージでの発表 

・ ダンス、演武、寸劇、歌唱等の活動発表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

元気フェスティバル inきたひろしま 2024 

スケジュール（予定） 

月 実施内容 備 考 

５ 

１日（水）：広報５月１日号に説明会開催周知掲載 

１７日（金）：説明会開催 

・前回開催概要説明 

      ・開催要項、スケジュール説明 ほか 

 

６ 

５日（水）：参加申込締め切り 

１３日（木）：第１回実行委員会及び各部会開催 

・参加団体、実行委員会規約、役員選出 

予算案について ほか 

 

必要に応じ各

部会の開催 

～ 必要に応じて各専門部会の開催  

８ 

２９日（木）：第２回実行委員会開催 

・各部会からの報告について 

・前日準備及び当日の連絡事項 ほか 

必要に応じ各

部会の開催 

９ 

１４日（土）：前日準備 

１５日（日）：当日 

 

１０ 

１７日（木）：第４回実行委員会開催 

     ・ふり返り、次年度に向けて ほか 

 

 



 

元気フェスティバル inきたひろしま 2024 

第１回実行委員会（予定） 

 

場所：北広島市役所４階会議室  

日時：６月１３日(木) １８：３０ 

 

次 第 

 

１ 開会 

２ 報告 

(１) 報告第１号 参加団体について 

３ 議案 

(１) 議案第１号 実行委員会規約について 

(２) 議案第２号 役員の選任について 

(３) 議案第３号 予算（案）について 

(４) 議案第４号 専門部会の設置について 

 ４ その他 

第１回専門部会の実施（実行委員会終了後） 

 

 

 



 

元気フェスティバル実行委員会規約 （案） 

 

(名称) 

第 1 条 この会は、元気フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 実行委員会は、行政と市民団体との協働により、健康、安全、文化、芸術等に関する活動を

市民が継続していけるよう参加、体験の場を提供することを目的とする。 

(事業) 

第 3 条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、元気フェスティバルを行う。 

(構成) 

第 4 条 実行委員会は、次に掲げる団体等をもって構成する。 

(1) 行政各部課 

(2) 市民団体 

 (役員) 

第 5 条 実行委員会に、次に掲げる役員を置く。 

(1) 委員長 1 人 

(2) 副委員長 若干人 

(3) 監事 2人 

2 前項の役員を選出する団体等は、前条各号に掲げる団体等の中から実行委員会において決定する。 

3 前項の規定により役員の選出の決定を受けた団体等は、その都度当該団体等の中から指名された者

を実行委員会の役員として選出することができる。 

4 委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

6 監事は、実行委員会の会計事務を監査する。 

(役員の任期) 

第 6 条 役員の任期は、第 2 条の目的が達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときは、

この限りでない。 

(顧問) 

第 7 条 実行委員会に、顧問を置くことができる。 

(会議) 

第 8 条 実行委員会の会議は、第 4条各号に掲げる団体等から選出された者(以下「構成員」という。)

をもって構成する。 

2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1) 事業計画に関すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 規約の改廃に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。 

3 実行委員会の会議は、委員長が招集する。 

4 委員長は、実行委員会の会議の議長となる。 

5 実行委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 



 

6 実行委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

(専門部会) 

第 9 条 実行委員会の事業運営を円滑に進めるため、実行委員会に専門部会を置くことができる。 

2 専門部会に部長を置き、専門部会の会議の議長は部長が行う。 

(専決処分) 

第 10 条 委員長は、予算の補正及びその他緊急を要する事項について、実行委員会の会議を招集する

時間的余裕がないときは、これを専決処分することができる。 

2 委員長は、前項の規定による専決処分を行ったときは、次の実行委員会の会議において報告し、そ

の承認を受けなければならない。 

(事務局) 

第 11 条 実行委員会の事務を適正に執行するため、事務局を置く。 

2 事務局は、北広島市教育委員会教育部社会教育課内に設置する。 

3 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。 

4 事務局長、事務局次長及び事務局員は、委員長が任命する。 

5 事務局長は、実行委員会の事務を統括する。 

6 事務局次長は、事務局長を補佐し、実行委員会の事務を処理する。 

(経費) 

第 12 条 実行委員会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。 

(1) 補助金等(北広島市補助金等交付規則(昭和 61 年広島町規則第 10号)第 2 条第 1項に規定する

補助金等をいう。) 

(2) その他の収入 

(会計年度) 

第 13 条 実行委員会の会計年度は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日をもって終了する。 

(決算) 

第 14 条 実行委員会の決算は、会計年度の終了又は事業完了のいずれか早い日の後、速やかに監事の

監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。 

(解散) 

第 15 条 実行委員会は、第 2条の目的が達成されたときに解散する。 

2 実行委員会が解散する際に、剰余金又は欠損金が生じたときは、実行委員会の会議で協議の上、処

理する。 

(委任) 

第 16 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は実行委員会が別に定め

る。 

附 則 

この規約は、令和 年 月 日から施行する。 

 

 

 

 



 

元気フェスティバル inきたひろしま 2024【参加申込書】 

参 加 団 体 名                         代 表 者 名  

（ フ リ ガ ナ ）  電 話： 

ＦＡＸ： 

メール： 

担 当 者 名  

担 当 者 住 所 
〒   －     

団 体 参 加 人 数 人  

活 動 発 表 の 

場 所 と 内 容 

場   

所 

（例：ブース、ステージ） 

内   

容 

（例：●●展示、●●体験会、●●発表） 

参 加 に あ た っ て の 

意 気 込 み 
 

専 門 部 会 の 希 望 

□ イベント部会  □ 会場部会 

□ 総務・広報部会 □ どこでもよい 

※専門部会の設置は上記３つの部会を予定しています。第１回実行委員会で
決定します。 
６月５日（水）までに、社会教育課へ提出してください。 
メール：syakai＠city.kitahiroshima.lg.jp 
ＦＡＸ：３７２－４５２５ 


